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固定資産評価審査委員のお知らせ
任期満了による固定資産評価審査委員の改選があり、次の３人が選任されました。
固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された価格に対する不服を審査決定するために

設置されています。任期は、令和８年２月18日から令和11年２月17日までの３年間です。

国民年金保険料の１年度分の納付書が４月初旬に日本年金機構から送付されます。納付期限は「納付対象
月の翌月末」と定められており、納め忘れがあると、障がいや死亡など不慮の事故が起きても、障害基礎年
金や遺族基礎年金を受けられなくなる場合があります。保険料は期限内に納めましょう。
なお、経済的に納付が困難な場合は免除制度や納付猶予制度がありますので、お問い合わせください。

※�口座振替払い、クレジットカード払いの申出用紙
は役場でも配布しています。申出用紙に必要事項
を記入して、各申込場所で手続きしてください。
※まとめて前払いすると割引が適用されます。

問い合わせ先 　米子年金事務所　  0859-34-6111

国民年金保険料納付のお願い

保険料の納付方法 納付場所または申込場所

納付書払い 金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、
電子納付、スマートフォンアプリで納付

口座振替払い 金融機関、年金事務所、ねんきんネットで申込

クレジットカード払い 年金事務所で申込

田村　茂樹さん（溝口）田中　厚之さん（溝口）遠藤　範文さん（吉定）

伯耆町は島根原子力発電所から30㎞以上離れているためUPZ（緊急
防護措置を準備する区域）圏外ではありますが、万が一原子力災害が発
生しその影響が町内にも届く可能性がある場合の対応をお知らせしま
す。詳しくは、本広報誌に折り込みしてある「令和８年版鳥取県原子力
防災ハンドブック」をご覧ください。
※�原子力発電所の状況等によってUPZ圏外にも影響が及ぶ事態が想定される場
合には、原子力規制委員会が屋内退避エリアの拡大を判断する場合があります。

原子力防災に関するお知らせ

住民課 地籍調査室 0859-68-5538問い合わせ先

総務課 0859-68-3111問い合わせ先
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